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     午前１０時００分  開 議 

○議長（阿部幸夫君） 皆さん、おはようございます。 

  平成29年第４回松島町議会定例会を再開します。 

  本日の会議を開きます。 

  傍聴の申し出がありますので、お知らせします。北小泉地区の飯川 斉さん外１名です。 

  本日の議事日程等は、お手元に配付しております。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（阿部幸夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、７番澁谷秀夫議員、８番今野 章議員を指名します。 

                                            

日程第２ 一般質問 

○議長（阿部幸夫君） 日程第２、一般質問に入ります。 

  通告の順序に従いまして質問を許します。 

  ２番櫻井 靖議員、登壇の上、質問願います。 

     〔２番 櫻井 靖君 登壇〕 

○２番（櫻井 靖君） ２番櫻井 靖でございます。 

  通告書に従い、今回は３つの質問をさせていただきます。 

  まず、子供たちの登下校時の安全対策はということであります。 

  子供たちが家庭や学校で過ごしているときは身近に大人がいて、その大人の判断により身の

安全を確保できるものと考えますが、子供たちが学校に通うときは、または下校時には無防

備な状態にあると思えます。 

  地震や津波、大雨のような自然災害はもとより、このごろは北朝鮮のミサイル発射にともな

うＪアラートによる警戒警報が発令され、早急に避難をしなければならない事態がいつ起こ

るかわかりません。また、不審者による痛ましい事故や暴走車による事故を報道で目にする

ことも珍しくありません。登下校時、このようなことが起これば子供たちが自分たちで判断

し、避難しなければならない状態になると思われます。安全対策はどうなっているのでしょ

うか。 

  これは以前にもちょっと一般質問で触れた問題でもあります。大雨のときなど、事前に情報

がある程度把握できるものについては、判断が早くなったように見受けられます。判断基準
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の見直しというのがあったのでしょうか。現教育長になる前は、松島町はなかなか休校にす

るタイミングというのが遅くて、親御さんたちの出勤時間など忙しい時間帯ぎりぎりに判断

されていたように思われます。しかし、前回の台風のときは前日より休校というふうな指示

がしっかりとなされていたということでございます。このような判断がたまたまであったの

か、それとも事前に危険があると判断されたときは早くから休校というふうになったことな

のかということをお聞かせください。 

  また、Ｊアラートの警報など、新たな脅威が身近に起こっていることに対してどのような対

策がなされているのかをお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） ただいまの櫻井議員の質問でありますけれども、学校関連に関すること

でありますので、教育委員会の教育長のほうから答弁させます。 

○議長（阿部幸夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） それでは、質問についてお答えしたいと思います。 

  ２点あったかと思います。１つは、判断基準が早くなって見直しを図ったのかという点とそ

れから北朝鮮による弾道ミサイルに関するＪアラートの件でございます。この２つについて

分けてお話させていただきます。 

  まず１点目は、大雨等の災害の対応につきましては、子供たちの安全や保護者の安心を最大

限に考慮して教育委員会、校長会、園長会でできるだけ決定の判断を早くして流すというよ

うなことを努力しております。また、松島町においては共稼ぎ世帯が多いので、朝の時間帯

は特に予測できる範囲であれば早目にこちらからお知らせしているところでございます。 

  それから、具体には議員の皆様に資料を渡しましたように、資料１をごらんください。 

  左側見ていただきたいんですが、地震、津波、大雨、それからミサイルに関するＪアラート

できるだけわかりやすくワンペーパーにまとめて学校とかにも周知をしております。また、

保護者にもこのような形、訂正した形で各小・中学校、幼稚園、配っております。学校の実

態に応じてということがございますので、特に第二小学校はスクールバスという子供、あと

自転車という子供使っておりますので、その辺の対応の仕方、登下校中の対応の仕方につい

てもそこは各学校の実態において修正して保護者に伝えているところでございます。また、

津波等に関しては第五小学校、第五幼稚園については、津波の影響はほぼないと考えます。

ただ、校舎が崩壊するとか、そういうことは考えられますので、別な対応の仕方をそこで松

島第五小学校、幼稚園は対応しておるところでございます。 
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  次に、弾道ミサイルに関するＪアラートに関しましては、４月26日付で町内小・中学校に避

難訓練を実施するよう留意事項を添えながら通知をいたしました。各学校では、屋外にいた

子供たちが屋内に入るという訓練をしております。通常は屋内にいた子供たちが屋外に出る

と、火災とか地震とか、逆のパターンで一度練習しております。 

  それから、Ｊアラート作動時の対応を町立幼稚園、小・中学校にお配りした資料２北朝鮮に

よる弾道ミサイル発射に係る対応について、さらに９月21日に通知し、始業前における臨時

休業の判断や作動時の行動、連絡体制等々、指示を出しております。 

  また、議員さんがご指摘のとおり、学校はコンクリートづくりで在校時は校舎内で避難行動

をとりますが、子供の登下校にどう対応させるかを想定しておくことはもちろん大事だと思

います。登校・下校中にＪアラート、それから津波、そのようなことがあったときにどうす

るかということでございます。各学校では保護者にお便りを出し、学校のＪアラートへの対

応を示しております。その中でお子さんが登下校中にＪアラート、この場合は弾道ミサイル

に関するとただし書きをつけていただければよりわかりやすいと思いますが、作動したとき

いた場所により学校に向かうのか自宅に来るのかを話し合うようにしていただいております。

つまり、どういうことかというと、登校してある地点まで来ましたらおうちに戻ったほうが

いいのか、学校に来たほうがいいのかということも学校で話し合ってもらっております。学

校名を出すとどの学校もやっているんですが、五小さんにおいては品井沼駅まで来たらお子

さんが判断しておうちに戻る、あるいは学校に行くと、あるいはおうちに戻るんだけれども

先ほどお話したように共稼ぎの家庭がある場合には戻らないで学校に行くと、ただしミサイ

ルが発射されて、着弾するまで10分ないし15分の話ですので、子供たちの移動については速

やかにといっても10分以内で行動できるかどうかは甚だ疑問なんですが、何度か保護者とお

話し合いながらＪアラートだけでなく、津波、地震、大雨、そういうことに関してもどこで

自分たちが戻るか、行くかというのを常に話し合わせていきたいと思っております。 

  Ｊアラートについては、低学年の子供については通過や着弾といった文言がよくわからない

ので、学校のほうでも十分に指導しているところでございます。今後も正確な情報を共有し

ながら迅速な対応を各学校、幼稚園に伝えていきたいと思っております。 

  ちょっと長くなりました。以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） 丁寧なご説明、どうもありがとうございます。 

  私、以前質問をして、すごく判断というのが、特に大雨時の判断というのが遅いというのが
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気になって結構質問させていただいていたんです。それで、今回この資料のほうのところで

基本的には前日のうちに休校等の措置をとるということが追加されたことは本当に大変あり

がたいなということでございます。これはやっぱり子供たちには本当に安全・安心というの

が大切でございます。それが空振りに終わったとしてもやっぱりそれはやむを得ないことで

あって、それよりはちゃんと親御さんなり、子供たちが安全・安心であるというのが大事で

あると私も思っていますので、この措置に対しては本当にありがたいことだなと思います。

ただし、授業の進みという部分で、親御さんがちょっと気になる部分というのはあるのかな

と思うんですけれども、そういうふうな対策としてはどうなっているんでしょうか。例えば

振りかえ休日があるので、また振りかえてそこに対応させるとか、そういうふうなことも考

えられるんですけれども、そういうことは対応は可能なんでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） 休校のときの授業ができなかったときの対応ということでよろしいで

しょうか。 

  そういう場合には年間事業時数というのが決まっておりますが、余裕時数というのをとって

おります。余裕時数というのは各小・中学校３日から７日間ぐらいとっております。ですか

ら、年間例えばインフルエンザで休校になりました。大雪で休校になりました。それから例

えば津波で休校になりましたといっても３日、４日は余裕にとっていますので、未履修とい

うことはございません。ただし10日間、15日間となってくるとまた別途これは考えていかな

ければならないということになります。以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） では、そういうことでは未履修というのにはならないということでいい

ということですね。はい、わかりました。 

  それから、Ｊアラートのことについてなんですけれども、こちらのほう、各学校長への教育

委員会からの通達が９月21日ということで、すごく早い対応であったのかなと、これは県内

でも多分早いほうの対応でこういうのがあったのかなということだと思うので、すごく感心

していることではあるんですけれども、Ｊアラートについてですけれども、先ほど教育長か

らもおっしゃったとおり、あっという間に通過してしまうということでございます。それは

一刻を争う事態ということでございますので、できれば頑丈な建物ということに避難しても

らうのが一番、そうでなければ建物に避難ということでございます。子供たち、通学途中と

いうことになれば、途中途中に家があるわけですので、特に「こども110番の家」の協力して
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もらうとか、第一小学校の場合ですと、沿線に文化観光交流館、病院、ホテルなどあります

ので、そういうことにも協力していただいて、ぜひともそういう建物の中に避難するという

ことを第一に考えたほうがよろしいのかなという思いでございます。広報などで一般の家庭

にでも子供たちがそういうふうな状況にあればぜひ誘導して入れてもらえる状況というのを

ぜひつくっていただいて、子供たちの安全確保というのを第一にしていただきたいと思うん

ですが、その辺の考えを聞かせていただければと思います。 

○議長（阿部幸夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） 今のところは学校内でとどまっております。学校内の保護者とか町ぐ

るみということではないのですが、子供たちは議員さんがおっしゃるように、「こども110番

のおうち」、今のところ236軒ありますので、そこに速やかに逃げるとか、逃げられない地域

もございます。例えばこういっていいのかどうかわかりませんけれども、第五小学校周辺な

んかは隠れる建物がないというような場合には民家というのがあるんですが、最低限ダンゴ

ムシになりましょうと、ダンゴムシというのはこんな状態で木があれば木の陰、コンクリー

トのものがあればその物陰に行くということになります。第一小学校はとりあえず近くの民

家に入ると、入れてもらうというような形で各小・中学校、幼稚園、指導しているところで

ございます。以上です。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） できれば本当に町ぐるみで子供たちの安全というのをしていただけるの

が一番だと思いますので、そういうふうな部分の努力もしていただければなおさらありがた

いなと思いますので、その辺も含めて今後考えていただければありがたいと思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

  また、そういうホテルとかなんかでも協力を願うように、その辺をも言っていただければな

おさらいいと思いますので、その辺もあわせてお願いいたします。 

  そして、次に交通安全対策ということで話をさせていただきますけれども、登校時は決めら

れた時間までに学校に登校しなければいけないということで、そういうこともないのですが、

特に下校時ですね。解放感からか遊びながらとか、ふざけながら帰る子供というのは結構私

車に乗っていて目にすることがございます。安全週間だけでなく、もっと日ごろから交通安

全についてもっと注意喚起というのをぜひ促すべきではないのかなと考えております。特に

下校時、そういう部分でちょっと解放感からちょっとふざけている様子をこのごろ目にする

ものですから、ぜひともそういうふうなものもやっていただきたいと思うんですが、いかが
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でしょうか。 

○議長（阿部幸夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） ご指摘のとおり、下校時に特に低学年の子供たちが静かに歩かないで、

歩道のところを元気いっぱいに走り回っている姿、私自身も見ております。その都度各学校

には連絡しますけれども、学校の登下校については学校管理下のもと、一学期中において交

通安全教室の実施や下級生の交通安全に対する意識づけを図るため、教員が先導しながら集

団下校を各学校、地域性に合わせて行っているところでございます。しかしながら、登下校

においては子供の特性、先ほども私のほうからお話したように、低学年なんかは遊びながら

話に夢中になって歩くことが多々あるかと思います。教育委員会としては、通学路を中心に

週２回、警察官ＯＢのスクールガードリーダーを配置して、見守りや時には注意していただ

いております。また、総務課とも連携し、交通安全指導員の皆様にも通学路の要所要所にお

いて誘導の安全対策に当たっていただいておるところでございます。また、学校においては

安全教育と称しまして、安全な登校、年間３回ほど勉強しております。また、次のあたりに

なるかと思いますけれども、不審者対応についての勉強も年間２回ほど、それから誘拐から

身を守るというお勉強も年間２回ほどしております。そういう中においてでも全国的に子供

の登下校による予期せぬ交通事故が多発しております。その都度、校長会を通じて安全対策

についてお話していきたいなと思います。 

  もし議員さん方におかれましても、登下校の際、危ないなと思うようなことがあれば学校、

もしくは教育委員会、連絡いただければすぐ対応したいと思います。以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） 本当に下校時ですね。特に本当にそういう部分でちょっと気になること

が多いかなと私も思っております。下校時は時間帯もばらばらですので、交通安全指導員が

立つ時間帯が特定できないという部分もあるかもしれませんが、やっぱりふだん立っていな

い時間帯に交通指導員が立っているというのだとまたちょっと身が引き締まるのかなという

思いがあるんですね。日ごろと違うことが目にすると、ちゃんとやらなくちゃという部分も

ありますので、小学校だけでもまとまって下校するときなんかがあると思うので、そういう

ときにぜひとも教育課と危機管理監のほうとかでこの話をしていただいて、交通安全指導員

も立ってもらえるような状況もつくれるのではないかなと、そういうこともたまにやって少

し子供たちに注意を促すということもあってもいいのかなと思います。 

  きょう、私、交通安全指導員で立っていたんですが、私の停止棒を無視してとまらずにその
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まま突っ込んできた車というのが確かにあったんです。本当に危ないなと、それが本当に事

故につながることだなと思っているんですね。子供たちがちゃんとその前に危険を察してと

まってくれたからよかったんですけれども、これが本当にふざけていたら事故になっていた

なと、ちょうどそういう部分できょうは怖い思いをしました。ですから、やっぱりそういう

ふうなことはいつ潜んでいるかわからない。交通安全指導員が立って停止棒をしていても、

それがそのまま無視して走る車が実際にいる。ですから、やっぱりそういうことも考えなが

ら子供たちには安全というのを考えていただきたいと思います。そういう点で交通安全指導

員、その会議とかなんかというのができないものなのかなと思うんですけれども、その辺の

部分はどうなのか。 

  また、あとほかの地域、交通安全指導員が車で巡回して見守っているということもやってい

るそうなんです。そういうこともまた試みとしてやってもいいのかなと思っていますので、

そういう部分、新たにできないかどうかというのをちょっとお聞きしたいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君） 赤間危機管理監。 

○危機管理監（赤間隆之君） そうですね。そういう場面があるということでのお話でしたので、

今後交通指導隊の皆様との打ち合わせ、会議等の際にはそのような部分の事例を教えていた

だきながら対応策考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） ぜひ教育課とそちらの危機管理のほうと連携をとっていただいて、そう

いう安全対策、ぜひやっていただきたいということですので、そちらのほう密に連絡をとっ

ていただいて、ぜひともやっていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、不審者対策ということでございます。 

  不審者対策として車に張ってもらうステッカーをもっと配布したり、ウオーキングしている

方に協力してもらえることはできないでしょうかということなんですが、そちらのほうはど

うでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） それでは、お答えします。 

  これまでも不審者対応につきましては、各学校の教育計画の中で安全な登下校や不審者対応、

誘拐から身を守るなどを実施してきております。先ほどお話した年２回から３回の授業とい

うことになります。また、防犯教室、学校によってはＡＬＳＯＫ、防犯警備会社を活用いた
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しまして防犯教室、あと不審者対応訓練も各学校の実態に応じて実施しているところでござ

います。 

  それから、学校外のサポートとしては、現在見守り用のベスト、何着か在庫がありますので、

議員さんがおっしゃるようにウオーキング等の方々を含めてＰＴＡを通じてお願いできる

方々に着用していただけるようにしていきたいなと考えております。それが不審者に対する

抑止力になればいいかなと考えているところでございます。 

  また、自動車用のステッカーにつきましては、同様にＰＴＡや青少年健全育成会などからも

助言をいただきまして、今後教育員会としても対応していきたいと思っております。各学校

にも子供安全というこのぐらい大きいぺたっと張るやつがありますので、そういうのも活用

し、もう１回改めて見直しながら活用を図っていきたいと考えております。以上です。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） 私もそのように抑止力という部分でそういうステッカーですとか、ベス

トというのはすごく効果があると思うんですね。ですから、我々議員などでも希望者がいれ

ばそういうのをぜひ配付してもらえれば張りたいなと思いますので、ぜひともそういう部分

で協力していきたいと思いますので、ぜひともお声がけしていただければと思います。 

  それから、もう１つ。ウオーキングしている人、このごろすごく多いんですよね。夕方にな

ると、みんな結構ウオーキングしているというのがすごく目につきます。ですから、そうい

う人たちも本当に協力していただて、学校周辺ですとか、そういう通学路を歩いてもらうと

いうのが大切なのかなと思います。それで、そういう在庫があるのでしたらぜひ配っていた

だいて、定期的にそういう募集をしてもらうことが大切なのかなと思っております。ある一

時期だけやってしまうともうその人だけとなってしまいますので、年に１回でも２回でもそ

ういう募集というのをして、新たにそういう人がいれば協力してもらえる人がいればなおさ

らいいと思いますので、ぜひともそういうことを広くやっていただけるように、ほかの課の

連携をとっていただいてそういうことを通達していただければありがたいなと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  幸いなことに松島町というのは、周辺自治体に比べて犯罪が少ない町と私は思っております。

交通死亡事故もゼロというのがもう1,600日以上ですかね。続いているということでございま

す。安全で安心な町、松島として日々の努力をぜひ続けていただきたいと思いますので、ぜ

ひともよろしくお願いいたします。 

  それでは、２問目に移らせていただきます。 
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  次に、自習室の設置をということでございます。 

  これも先日の話なんですけれども、もう暗くなっている時間帯にですけれども、旧生協のテ

ーブル席で勉強している中学生の姿を目にいたしました。ちょっと薄暗い中で勉強している

姿を見て、以前私が子供たちの声として聞いていた自習室の設置をしてあげたいという思い

がまた強くなりました。以前にも一般質問で「勉強に対して意欲のある子供のために自習室

を設置できないか」ということを質問したのですけれども、前教育長は「子供にとって足り

ないものを全て充足してやるのが教育的な判断とは思わない」というふうな回答でございま

した。一方で、勤労青少年ホームなどは学習施設としてはよい環境であるにもかかわらず、

余り利用されていないＩＴルームのような施設もございます。需要と供給のバランスのとれ

た施設のあり方が理想であると私は思っております。そこで再度、勉強に対して意欲のある

子供のために勤労青少年ホームなどに自習室は設置できないかをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（阿部幸夫君） 町長。 

○町長（櫻井公一君） ２問目の質問に関しましても学校教育等に関する質問でございますので、

教育長から答弁させます。 

○議長（阿部幸夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） それでは、お答えしたいと思います。 

  今、自習室の設置についてというお話でしたが、勤労青少年ホームに自習室を設置できない

かということですが、図書室をぜひ活用していただければと思っております。ＩＴルームに

は目的を持って来所される方もおられるということを鑑みますと、自習室として区切って活

用するということは今のところ考えておりません。 

  コープドラック松島店の自販機脇のテーブルにある場所で学習しているお子さんにつきまし

ては、私ども店の方に状況をお聞きしたところ、議員さんがおっしゃるように、中・高生が

ときどき来て談笑や勉強をしているということはお話ありました。だけれども、大きな声を

出したり、他に迷惑をかけずに静かに過ごしているということでございました。中学生の学

習場所としては、照明が暗いようですが、あの場所は中・高生にとって立ち寄りやすい場所

として利用しているような気がしないでもございません。 

  町としても中学生の勉強場所として提供し、利用されている勤労青少年ホームの図書館は明

るく静かな環境で学習ができる場所でございますので、今後も土日開設している勤労青少年

ホームの図書室を自習室として活用していただくよう学校を通じて保護者に周知してまいり
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たいと思っております。 

  私も前回の前教育長さんの話を聞きました。またちょっと違うんですが、例えばコープのド

ラックストアのコープのところにたくさん来てお客さんに迷惑がかかる、あるいは温水プー

ルのロビー、それから運動公園管理事務所のロビー、それから文化観光交流館のロビー、児

童館にたくさんお子さんが来て、中学生が来て、そもそもの活動に妨げがあるといった場合

については自習室の検討も考えてみたいとは思いますが、現在のところ、静かな形でご迷惑

をおかけしない程度にやっているということを鑑みれば、改めてつくらなくてもよいのでは

ないかという気がいたしております。そのために先ほども申しましたが、土日開設している

勤労青少年ホームの図書室とかを積極的に利用していただいて、自習室に使っていただくと

いうことを保護者を通じてお話していきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） 子供たちにとってはやっぱり以前の回答では学校で学び教室とか、サマ

ースクールやっているからそれでいいんじゃないかという回答であったんですけれども、子

供たちにとっては学校から解放された場所というのがやっぱり必要であるのかなと、やっぱ

りほっと息の抜ける場所、緊張感がとれるような場所で勉強したいというのがあるのかなと

思っております。図書館の自習室という部分で今回答されましたけれども、そういう部分で

対応できないことはないとは思うんです。確かに。そういう部分はあるんですけれどもほか

の部分が気になる部分というのは確かにあるのかなと、そういう部分で使われない施設であ

れば、余り利用されていないのであれば、そういう部分で開放された方がもっともっと使い

やすのではないのかなと、特に子供たちは自習室という名前をもって行けば、子供たちはそ

こに行きやすくなるのではないのかなと思って今回の質問をさせてもらっております。そこ

の図書室で対応可能かと言えば私も可能な部分も確かに思います。でも自習室というのがあ

ればなおさらプラスでいいのかなという部分でございます。家庭環境によってはクーラーが

ないですとか、小さい子供たちが兄弟がいてうるさくて集中できないという部分があります

ので、ぜひともそういう子供たちにはそういう環境というのが必要だと思いますので、図書

室の自習室をぜひ活用してくださいということで周知をしてもらうというのは確かに一つあ

ると思います。ただ、もしそれが満杯になってもっともっと勉強したいという子供たちがあ

らわれた場合にはそういうことも考えていただければなおさらいいのかなと思います。です

ので、ぜひ今のうちはそこで図書室のそこで自習をしてくださいと、それで、もっとそれが

入りきらない、もっと意欲のある子供がいっぱいいるようであれば考えるということで少し
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頭の隅に置いていただければなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君） 内海教育長。 

○教育長（内海俊行君） 頭の隅に置いておきたいなと思っております。 

  必然性ということがあると、例えばたくさん入って入り切れない、議員さんがおっしゃるよ

うに、そのようなことになればまたこれは十分な検討材料になりますので、このことは今ご

質問あったことは中学校の校長さんとかと相談しながらさらに検討していきたいなと考えて

おります。私も今あったたくさんここを使ってくださいといってたくさん子供たちが来たと

きの対応とか、その次、二の手、三の手というのはまだ私の頭の中に入っておりませんので、

そういうことを意識しながら取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） 特に長期の休みのときですね。夏休み、冬休みとか、そういう部分だと

子供たちが来るという可能性もあると思います。特別にその期間だけはというのもあるのか

なと思いますので、そういう対応も含めてやっていただければと思います。 

  それで、今度は違う角度からなんですけれども、ＩＴルーム、ここの部分なんですけれども、

これは今後どうするのかなという部分もちょっとあるんですね。現在10台ぐらいパソコンあ

るわけですけれども、それが全部埋まるというのはパソコンの講習会ぐらいではないのかな

と、日ごろから使われているのは１台、２台ではないのかなと、それもパソコンルームがこ

こにありますよという周知が余りなされていない中でそういうものがあると、一定の子供た

ちが多分何人かやっているというのは多分あるのかなと思います。それだったら別にパソコ

ンルームではなくてもロビーのところにそういうのがあってもいいのかなと思うんです。で

すから、時代によっては必要なものというのが多分あると思うんですね。そういう施設とい

うのが、ただ、今パソコンルーム、ＩＴルームというのが本当に松島町では必要なのかなと、

講習するときにしても文化観光交流館でそのパソコンをリースしてもらってできないことは

ない。それに今タブレットであるとか、もっと最新のものとかというのが時代時代によって

違ってくると思うんですね。そういう部分でもＩＴルームの活用という部分がこれから本当

に必要なのか、かつては今図書室があるところが昔は軽運動場でした。そのときそのときの

判断が必要なのかなと思います。ですから、そういう部分でも将来的にこのＩＴルームがど

ういう形に使われているかということもぜひとも考えていっていただきたいなと思うんです

が、その辺もしご意見がありましたらお願いいたします。 

○議長（阿部幸夫君） 内海教育長。 
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○教育長（内海俊行君） ＩＴルームの活用につきましては、28年度の実績で言いますと、606

人ほどＩＴルームを活用しております。この数字は重く受けとめたいと。つまり使う方がい

らっしゃるということでございます。それから、周知については余りということであれば要

検討していきたいなと考えております。以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） この六百何人という数字、ただ受けとめていいのかなというのをちょっ

と考えていただきたいと思うんです。その講習というのが中に入っていての六百何人ですよ

ね。結局。ただ日ごろから六百何人というふうに使われているというわけではないですし、

それからそれを日割りにすると１日１人、２人、という形です。ですから、10台埋まるとい

うことは決ししてないわけです。ですから、そういうのも数字で今600という数字を出されま

したけれども、それが本来使われている数字、実績はどうなんだろうというのをちゃんと考

えていただきたいと思います。それに惑わされてもらってはいけないと思いますので、ぜひ

ともその辺の検討をしていただきたいと思います。 

  子供たちにこういうふうな学習する場というのが大切だと思いますので、ぜひとも長い将来

この松島のためになる子供たちを育てていかなければいけないということでございますので、

その子供たちのために学習環境を整えるということも大切だと思いますので、ぜひともそう

いう部分でいろいろな部分で考えていただければなおさらありがたいと思いますので、ぜひ

ともよろしくお願いいたします。 

  それでは、第２問目、これで終わらせていただきます。 

  次、第３問目でございます。 

  瑞巌寺落慶法要に向けての町の取り組みはということでございます。 

  平成30年６月に予定されている瑞巌寺落慶法要やそれに伴うさまざまな行事は、ぜひ成功さ

せていただきたい大きなイベントであります。政教分離という言葉はあるものの、町として

も大きくかかわっていくべきことだと私は考えております。 

  瑞巌寺落慶法要に向けて、松島町としてどのようなことを考えているのか。また、松島に住

んでいる住民に対しても積極的なかかわりを持ってもらいたいと思いますが、町として瑞巌

寺落慶法要に関する催しで町民に対して望んでいることがあればお聞かせ願いたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 今の議員の瑞巌寺等につきましては、議会からの承認も得て瑞巌寺の改
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修工事に対して町として９年間予算をつぎ込んできたという経緯があります。やっと落成を

間近にきたということでありますけれども、国宝瑞巌寺の平成大修理に伴う落慶記念の行事

に関しましては、実施主体となる慶讃会が平成28年７月に設立され、企画運営が行われてお

ります。町としましても慶讃会に参画しておりますので、これまでの記念行事に連携協力を

しているところでございます。関連行事が実施されることで多くのお客様に松島町へお越し

いただくことを見込み、瑞巌寺総門前の公衆トイレを整備事業や町道瑞巌寺線の舗装整備な

ど、受け入れ体制の整備にも取り組んでおり、平成30年度が松島町にとって落慶記念の重要

な年になることについてはこれまでも各種の観光ＰＲの折に宣伝周知を行ってきたところで

ございますが、今後につきましても同様に各種ＰＲをする際には宣伝周知を行っていきたい

と思っております。 

  なお、さらに機運が通年に及びように、そして町全体が盛り上がるような子細な行事などに

おいてもキャンペーンの冠などをつけて取り組むなどし、一連の行事の成功に向けて関係機

関と連携協力しながら総合的に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） いろいろな部分でＰＲされているということはわかってはいるんですけ

れども、こういうふうなチラシとか、のぼりとかというのはつくられているなというのは目

にするんですけれども、なかなか住民に対してはＰＲ不足なのかなと、何をやるのかわから

ないという部分があるのかなと思います。ここのところに小さくでありますが、武者行列、

鉄砲隊、花火大会が落慶法要前夜祭にあるということは書いてあるんですけれども、こうい

うことがなかなか町民のほうには伝わっていないと思うんですね。花火大会があるというこ

とを町民のどのぐらいの人が知っているのかなということでございます。こういう武者行列、

鉄砲隊、花火大会が行われるということなんですけれども、町として金銭的負担、職員の人

員的負担というのはどういうふうにこれからなっていくのか、また野村 萬さんによる狂言

もありますが、結構町の負担というのはこれから出てくるのではないのかなと思っているん

ですけれども、その辺はどのぐらいを町のほうではしているのか、お願いしたいと思います。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） これからのそういう記念行事等についての考え方、それから町の取り組

み方なんでありますけれども、最近では慶讃会のほうから松島町のほうに今松島基地に配置

されているブルーインパルスの展示飛行をやっていただけないかということで要望がござい

ました。これは松島町のほうに行政として私もお伺いしまして、６月22日開催予定の落慶記
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念行事の中の一つにその場を盛り上げていただくように航空自衛隊のブルーインパルスの航

空飛行、展示飛行を松島上空で実施していただけるように航空幕僚長宛てに依頼したところ

であります。なお、ブルーインパルスとともに実は50㏄のバイクでありますけれども、ブル

ーインパルスジュニアというのもありますので、こういったものも展示しながらやっていき

たいということで要望等はしております。 

  それからいろいろな行事、こういった中でもあるわけでありますけれども、この間、実はこ

のブルーインパルスに関しましてもそうなんですけれども、来年の行事に関しての町の考え

方、それから関わり方について詰めていかなければならないのでありますけれども、今、瑞

巌寺のこういったものに記念行事をやる担当、慶讃会さんのほうが１月に事務事業の役員会

を開いて確立していくという話でありました。ですから、それ以降でないと我々はなかなか

入れないというところもありますので、どういった中でどういうふうにするのかといういろ

んな問題はこれから解決していかなければならない。当然６月22日に予定されている記念行

事の中には武者行列等も考えていらっしゃるようでありますし、花火大会なんかも考えてい

る。そうった予算等についてはどうなっているのかということで、一応大枠は考えているよ

うでありますけれども、そこに対して今、町が当初予算でそこに金をどのぐらいの金額がと

いうことはまだはっきり今の段階では考えていない。まだそういったところに来ていないと

いうのが現状であります。ただ幾らそういうことであっても町としては当面の人的な面も出

てきますでしょうけれども、この行事には町としてかかわる姿をきちっと見せて観光にいら

っしゃる方々にいい印象で見ていただくように努力したいと思っています。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） これからということではございますけれども、あと７カ月ですね。です

ので、もうそろそろ皆さんのほうにこういうふうなことがあるんだよというのをぜひ周知し

ていただければなと町全体が盛り上がっていければいいなと思っております。何百年に一度

の行事でございます。本当に町としていいチャンスでございます。ぜひともそれをしっかり

とやって松島盛り上がっていければと思っております。 

  落慶法要自体は宗教儀式で町が直接関与するということはできないことでございますけれど

も、そういう部分でこの現場に立ち会える喜びを町民の人たちにわかっていただきたいとい

うことの思いでございます。それに私、国際交流の活動なんかをしておりまして、外国人の

方を迎えるということをよくしております。そのときに迎える側の喜びというのがあるんで

すね。喜んでもらっていることに対して喜びがある。それがすごくうれしいという感情があ
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ります。せっかくこの世界に名立たる松島に住んでいるんですから、もっともっと町民の方

にこの迎える喜びというのをわかっていただきたいと思っております。ちょっとこれは横道

にそれるんですけれども、先日、観光列車の四季島が松島駅に到着しているところを見にい

きました。大変、私、感動いたしまして、そのとき100人ぐらい見送りの方いらしていまして、

一緒に旗を振って見送ったんですね。本当に大変気持ちのいい思いでした。列車が出発する

ときに、そのときは副町長と商工会の青年部の代表の方が鐘を振って見送っている姿という

のが大変かっこよくて、この鐘を町民の方々から公募をして、ぜひ一緒に振ってくれません

かというのがあってもいいのかなと思いがいたしました。そういうことを今度のこの落慶法

要のときにでも町民の方々にやってもらえることをぜひぜひ一緒になって考えてもらうです

とか、もっともっと一緒にやりましょうよということを町全体がやれるといいのかなと、一

部の町民がやるのではなく、松島全体でこれを喜びましょう、そして迎えることをまた喜び

ましょうということをやっていければいいなと思うんです。ですから、この落慶法要に伴う

行事、ボランティアの募集であるとか、各種団体に声をかけてアイデアを出してもらうとか、

できることがいろいろあると思うんです。どんどんどんどん町民を巻き込んでもっともっと

広報していくということがこれから大切だと思うんですけれども、その辺もう少し考えてい

ただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君） 一番先に今、四季島の話が出ましたけれども、四季島、来年の３月まで

の間に16回松島町に来るということでありまして、実はこの間、商工会青年部の町長と語る

会というのがございまして、その席上で実は青年部の方々に四季島に対してのボランティア

活動ちょっと応援してもらえないかという話をさせていただいて、今大変ご協力いただいて

いるということであります。きのうは教育長が担当して、私たち３人はローテーションで今

やっていますけれども、そういったことでできるだけ四季島に対して松島町としての敬意を

表していきたいということでやっております。 

  なお、これはＪＲに直接つながることでもありますので、松島町が抱えている問題について

であれば当然のことと捉えてこれからもやっていきたいと思っております。 

  それから、瑞巌寺の落慶の記念行事でありますけれども、これらについては町民に広くお知

らせを申し上げましてやる必要は絶対あると思っております。この慶讃会のほうの組織図、

これは私は組織をつくるときはその場にいなかったんでありますけれども、私は慶讃会の中

では立場上、顧問というふうになっていますけれども、行政員の区長さん方が全て委員さん
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として入っているようであります。ということは、慶讃会のほうでこういう行事をやるとき

にそういった方々を通じて地域の方々にお知らせをしていただきたいなという思いもあるん

だろうと思っております。それはそれとして町としてもできるだけ早目早目に町の広報なり、

もしくは何らかのホームページだけではなくて、いろんな方法を使って記念行事を盛り上げ

ていきたいし、これが６月22日だけではないので、６月12、それから近々だと来年は５月19

に、これは本当にまだ、やることは決まっているんですけれども、どういうふうにしてやろ

うかというのがまだ決まっていないようでありまして、ただそれについても東大寺の方々、

それから鶴岡八幡宮の方々、それから塩釜神社の方々も来て供養をやるということでありま

すから、それはそれで供養だけに終わるということでありますけれども、そういったものを

やはり見ていただきたいということもあろうかと思いますので、そういったお知らせ。 

  それからもう１つは、４月下旬からですけれども、６月24日まで多賀城市で東大寺展をやる

ということであります。東大寺展をやるということで、多賀城さんが考えておりまして、東

大寺のいろんな秘宝を多賀城に持ってきて見せていただくということであるんだそうです。

それで、６月24日までというふうにしたのは瑞巌寺のことを考えてそこに拝観に来た方が松

島にも来ていただくようにということでお願いを申し上げて菊地市長のほうから６月24日ま

でしてもらうということであります。そういったことに関連しましてもこれから各方面にそ

ういったことも含めて、また県も含めてＰＲ方していきたいなと思っております。地域住民

の方々には決まったものに対しては早目早目に対応していきたいと思っております。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員。 

○２番（櫻井 靖君） ぜひとも早目早目にやっていただければと思います。ぜひとも本当に残

りわずかな時間だと私は思っております。私個人としてもぜひ協力していきたいと思います

ので、ぜひ声をかけていただきたいと思います。町から声を大きくして、いろんなところに

声をかけてやっていただければいいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

  これで質問を終わらせていただきます。 

○議長（阿部幸夫君） 櫻井 靖議員の一般質問が終わりました。 

  以上で通告いただきました一般質問を終わります。 

  ここで議事運営上、休憩に入りたいと思います。 

  日程３の確認事項また準備事項もありますので、11時15分再開といたします。 

     午前１０時５４分  休 憩 
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     午前１１時１５分  再 開 

○議長（阿部幸夫君） 会議を再開します。 

                                             

     日程第３ 議員提案第７号 東日本大震災復興対策特別委員会設置に関する決議につ

いて 

○議長（阿部幸夫君） 日程第３、議員提案第７号東日本大震災復興対策特別委員会設置に関す

る決議についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し提出理由の説明を求めます。11番菅野良雄議員。 

○11番（菅野良雄君） 提出者としてご説明申し上げます。 

  東日本大震災復興対策特別委員会設置に関する決議について、提出者としてご説明申し上げ

ます。 

  東日本大震災により過去に例を見ない被害を受け、６年９カ月が経過した現在も復興の途中

にあり、復興にはまだまだ長い時間を要する現状にあります。委員活動として個々に対応す

るのではなく、復興状況など、議会として共通の認識の上でしっかりと把握し、町の一日で

も早い復興に向けて議会としても率先して復興対策に取り組むため、特別委員会の再設置を

提案するものであります。よろしくご検討のほどお願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君） 提出者からの説明が終わりました。 

  質疑に入ります。質疑ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。質疑を

終わります。 

  討論に入ります。討論参加ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。 

  討論を終わります。 

  これより議員提案第７号を採決します。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（阿部幸夫君） 起立全員であります。よって、議員提案第７号東日本大震災復興対策特

別委員会設置に関する決議については、原案のとおり可決されました。 

  ただいま設置されました東日本大震災復興対策特別委員会の正・副委員長選任のため、特別

委員会を開きます。 

  委員長が選任されるまでの間、委員会条例の規定によりまして年長者であります片山正弘議

員に臨時委員長の職務を執行していただきます。 
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  暫時休憩といたします。 

     午前１１時１８分  休 憩 

                                            

     午前１１時２６分  再 開 

○議長（阿部幸夫君） 再開します。 

  東日本大震災復興対策特別委員会の委員長に13番色川晴夫議員、副委員長に３番綠山市朗議

員が選任されました。 

  ここで委員会の閉会中の継続審査・調査申出一覧表を配付させますので、暫時休憩といたし

ます。 

     午前１１時２７分  休 憩 

                                            

     午前１１時２８分  再 開 

○議長（阿部幸夫君） 会議を再開します。 

                                            

     日程第４ 委員会の閉会中の継続審査・調査について 

○議長（阿部幸夫君） 日程第４、委員会の閉会中の継続審査・調査についてを議題といたしま

す。 

  各委員長からお手元に配付いたしました一覧表のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出

があります。申し出がありました審査・調査件名を、事務局長より朗読させます。局長。 

○議会事務局長（千葉義行君） それでは、委員会の閉会中の継続審査・調査申し出一覧表を朗

読いたします。 

  表中、委員会名、継続審査等の内容、審査等の期限の順に申し上げます。 

  総務経済常任委員会。定住化促進対策について。平成31年３月定例会。 

  教育民生常任委員会。教育保育関連施設の実態調査について。平成30年６月定例会。 

  広報広聴常任委員会。議会広報紙の編集、発行及び配布。議会における情報通信技術の活用。

議会報告会及び一般会議の開催に必要な企画及び調整。広報及び広聴の活動により明らかに

なった政策課題の整理。平成30年３月定例会。 

  議会運営委員会。次回の議会開会に伴う議会運営についての審査。議長の諮問事項及び議会

活性化に伴う調査研究。平成30年３月定例会。 

  東日本大震災復興対策特別委員会。震災に係る復興状況の調査及び復興対策。調査終了まで。
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以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君） 朗読が終わりました。 

  お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査をすることに

ご異議ございませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君） 異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続審査・調査をすることに決定をいたしました。 

  本定例会に付議されました審議は全部終了いたしました。 

  平成29年第４回松島町議会定例会を閉会します。 

  大変ご苦労さまでございました。 

     午前１１時３０分  閉 会 


